
 

 

本校では児童の安全確保のために、次のような対策をとっています。 

ご理解・ご協力をお願いします。 

 

１ 児童の在校時の安全確保 

(１)不審な動きがあれば、速やかに児童の避難と職員への連絡をし、全職員で対処する。 

(２)来校者、部外者の出入りの確認を強化する。 

  来校者には名札をつけてもらう。 

(３)学校周辺の住民との連絡を密にする。不審者を見かけたら、交番、警察への通報をお願

いする。 

(４)不測の事態に備えて、児童に身を守る方法について指導する。 

 

２ 休日・夜間の管理体制の確立 

 (１)門扉を閉める。施設使用団体へも依頼する。 

 (２)戸締り、火気など、点検管理を十分に行う。 

(３)警察や交番との連携、情報共有を密にする。 

 

３ 災害用伝言ダイヤル「１７１」による   

緊急時の安否確認 
  自然災害、大規模災害、震度５以上の地震等の

発生により、甚大な被害が生じ、学校とさくら

連絡網や電話による連絡ができなくなった場合

に安否確認を行う。 

 

４ 保護者へのお願い 

 (１)行事、授業参観・懇談会、PTA 総会等で来校の際は、駐車スペースがないため、徒歩や

自転車でお越しください。 

 (２)欠席や遅刻、早退の連絡は、当日の朝７時 50 分までに、さくら連絡網で連絡してくだ

さい。 

 (３)忘れ物を届ける場合は、必ず事務室で氏名等を記入し、来校者用の名札をつけて校舎に

入り、直接お子さまにお渡しください。 

 (４)職員との面談や相談で来校される場合は、事務室にお声掛けください。 
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例「○年○組、名前□□。大丈夫です。」 

 

 

 

 

１７１－ －０５４－６３５－０７８０ 

１７１－ －０５４－６３５－０７８０ 

録音の場合：  

再生の場合：  

令和７年度 教育計画 

 

本校では児童の安全確保のために、次のような対策をとっています。 

 

１ 台風等による大雨・防雨風の際の対応 

 学校から「自宅待機」や「登校時刻を遅らせる」等の連絡がない場合でも、登校時の安全

が危惧される場合は、安全な状況になるまで、各家庭の判断で待機してください。この場

合、登校班や学校への連絡を確実にお願いします。 

 

(１)登校の時点で、「暴風警報」「大雨・暴風警報」など、「暴風」関係の警報、または「特別

警報」が発令されている場合は、自宅待機とします。 

(２)「暴風」関係の警報、または「特別警報」が、午前 11 時までに解除されたときは、その

時点で集団登校とします。 

(３)「暴風」関係の警報、または「特別警報」が、午前 11 時になっても解除されないとき

は、臨時休校とします。 

 ※ (１)～(３)の場合、学校から一斉メールにて連絡します。 

(４)登校中に「暴風」関係の警報、または「特別警報」が発令された場合は、原則としてそ

のまま登校します。 

(５)登校後、激しい雷雨や落雷の恐れがある場合は、早めの下校や学校待機、引き渡しを実

施する場合があります。 

 

２ 地震への対応 

大雨・暴風・地震の際の対応 

※４時間授業は 13：15、５時間授業は 14：30、6 時間授業は 15：30 下校です。 

※10 月から、2 年生は水曜日が５時間、３年生は木曜日が６時間になります。 

教頭・主幹教諭・生徒指導主任・養護教諭・ 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー 

対

応 



 


